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「石井知事と中小企業との対話」 

県の施策等への意見･要望及び参加者を募集 
 

富山県では、県内経済の現状や商工労働施策などについて、中小企業経営者の方々から石井知事が直

接意見を聴き、今後の県づくりに活かすことを目的に、「中小企業との対話」を例年開催しており、平成

２８年度第１回目の「中小企業との対話」が下記のとおり平成２９年１月１６日（月）に射水市において

開催されます。 

本会では、会員からのご意見・ご要望並びに参加者を募集いたしますので、「元気とやま」の創造に向

けて、忌憚のないご意見と、多数の方々が参加されますようご案内いたします。 

 

 

１．開催日時 

 平成２９年１月１６日（月） 

  １３：００～１５：００ 

２．開催場所 

 第一イン新湊 

 （射水市善光寺１８－４） 

３．当日の次第 

（１）開会挨拶 

（２）県の中小企業支援施策等の紹介 

（３）意見交換 

※会議は公開とします。 

４．定員 

 １００名程度 

５．県側出席者 

 知事、商工労働部長 ほか 

６．募集するご意見・ご要望の概要 

・富山県の産業がより活性化するため、改善した

方がよいと思われる制度・事業 

・富山県の産業がより活性化するため、あればよ

いと思われる制度・事業 

・皆様が各分野で得た経験等を通じ、知事に質問

をしてみたい事柄   など 

７．申込み締切期限 

（１）ご意見、要望 

 平成２８年１２月２２日（木）まで 

（２）対話会への参加 

 平成２９年 １月１３日（金）まで 

８．申込方法 

 本会ホームページより申込書をダウンロードし、

参加申込書に必要事項をご記入のうえ、本会宛に

ＦＡＸ（０７６－４２２－０８３５）にて申し込

み下さい。 

９．お問い合わせ先 

 富山県 商工労働部 経営支援課 

ＴＥＬ：０７６―４４４－３２５２ 

10．お問い合わせ・お申し込み先 

 本会 工業支援課（担当：伊井、西尾） 

ＴＥＬ：０７６―４２４－３６８６ 

ＦＡＸ：０７６－４２２－０８３５ 

https://www.chuokai-toyama.or.jp/TYsbxL 

https://www.chuokai-toyama.or.jp/TYsbxL
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◇ 「事業承継ガイドライン」が策定されました 

 

 中小企業庁では、中小企業経営者の高齢化の進

展等を踏まえ、円滑な事業承継の促進を通じた中

小企業の事業活性化を図るため、事業承継に向け

た早期・計画的な準備の重要性や課題への対応策、

事業承継支援体制の強化の方向性等について取り

まとめた「事業承継ガイドライン」を策定し、去

る１２月５日に公表しました。 

 中小企業経営者や、経営者の身近な存在として

活動されている団体や金融機関等の支援機関の皆

様に、本ガイドラインを参考にしていただき、価

値ある事業をしっかりと次世代へ承継していただ

くことが期待されています。 

１．事業承継ガイドラインの概要 

①事業承継に向けた早期・計画的な取組の重要性 

（事業承継診断の導入） 

②事業承継に向けた５ステップの提示 

③地域における事業承継を支援する体制の強化 

２．掲載ホームページ 

 中小企業庁 ホームページ 

http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2

016/161205shoukei.htm 

３．お問い合わせ先 

 中小企業庁 事業環境部 財務課 

ＴＥＬ：０３―３５０１―５８０３ 

 

◇ ＶＯＣ･水銀排出抑制セミナーを開催します 

 

 中部経済産業局では、富山県及び本会との共催

で、揮発性有機化合物（ＶＯＣ）を取り扱う事業

者の方を対象に「ＶＯＣ・水銀排出抑制セミナー」

を開催します。本セミナーでは、ＶＯＣ排出抑制

対策の最新動向や取組事例について紹介するとと

もに、製品含有化学物質の適切な管理について紹

介します。また、大気汚染防止法改正の動向をふ

まえ、水銀排出抑制に向けた有用な情報も提供い

たします。（参加無料） 

１．日時 

 平成２９年１月３１日（火）13:15～16:00 

２．場所 

 富山県民会館 ３０４号室 

 （富山市新総曲輪４―１８） 

３．内容 

・基調講演 

（１）「ＶＯＣ排出削減対策最新動向（仮題）」 

 講師：経済産業省産業技術環境局環境指導室 

（２）「水俣条約を踏まえた今後の水銀大気排出 

対策」 

 講師：岐阜大学大学院工学研究科 

     環境エネルギーシステム専攻 

     工学博士シニア教授 守富 寛 氏 

・取組事例 

（１）「バイオマスナノファイバーによるホルム 

  アルデヒトの吸収・分解」 

 講師：株式会社スギノマシン 新規開発部 

     開発プロジェクト一課  森本 裕輝 氏 

（２）「ＶＯＣ排出削減対策事例の紹介」 

 講師：株式会社ユニゾーン新規事業部 

     部長 中川 昌一 氏 

４．お問い合わせ先 

 中部経済産業局 資源エネルギー環境部 

  環境・リサイクル課 

ＴＥＬ：０５２－９５１－２５６８ 

http://www.chubu.meti.go.jp/d22recycle/16112

9/index.html 

５．お申し込み先（セミナー事務局） 

 （株）プロセスユニーク  ＶＯＣ・水銀排出抑

元気いっぱいのファーストバンクです。  
新オートローン・新型住宅ローン 

                富 山 第 一 銀 行 

http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2016/161205shoukei.htm
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2016/161205shoukei.htm
http://www.chubu.meti.go.jp/d22recycle/161129/index.html
http://www.chubu.meti.go.jp/d22recycle/161129/index.html
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制セミナー受付窓口 

ＴＥＬ:０５２－９１９－７８８３ 

 

◇ 「Challenge Local Cool Japan in パリ」出

展商品の公募及び公募説明会の開催について 

 

 中部経済産業局では、全国の地方経済産業局、

パリのショールーム運営事業者ＳＡＳ ＥＮＩＳ 

（サス・エニス）と連携し、新たに「Challenge 

Local Cool Japan in パリ」として、全国の優れ

たクールジャパン商品のテストマーケティングの

実施に向け、中部地域のクールジャパン商品を有

する事業者からの出展を下記のとおり募集すると

ともに公募説明会を開催します。 

１．出展の基本条件 

（１）対象商品 

 全国各地のクールジャパン商品（地域性及びデ

ザイン性が感じられ、伝統・文化・技術・ライフ

スタイル等を背景に有する商品）※食品は対象外 

（２）選定商品数 

 ５０点程度（全国計） 

（３）事業参加費（１社あたり） 

 ・１年間：３万円/月＋諸経費 

 ・半年間：３.５万円/月＋諸経費  

（４）常設展示期間 

 原則１年間（平成29年4月～平成30年3月末） 

 ただし、半年間も選択可 

２．公募スケジュール 

（１）商品公募期間 

 平成２９年１月２０日（金）まで 

（２）書類選考結果通知 

 平成２９年２月１０日（金）（予定） 

（３）最終商品選定会開催 

 平茂２９年２月下旬（予定） 

３．公募説明会（富山開催） 

（１）日時 

 平成２８年１２月１６日(金)14：00～16：00 

（２）場所 

 富山地方合同庁舎 ５階 共用会議室 

 （富山市牛島新町 11番 7号） 

（３）定員  

 ４０名（先着順、参加無料） 

（４）内容 

・「Challenge Local Cool Japan in パリ」事業

説明（中部経済産業局） 

・パリのショールーム出展参加事業者による海

外展開の取組に係る講演（天池合繊株式会社 

代表取締役社長 天池 源受氏） 

・ＪＥＴＲＯ海外展開サービスのご案内（ジェト

ロ富山） 

・中小機構の施策説明（中小機構北陸本部） 

４．お問い合わせ・お申し込み先 

 中部経済産業局 産業部 流通・サービス産業課  

ＴＥＬ：０５２－９５１－０５９８ 

http://www.chubu.meti.go.jp/c54contents/1611

16/index.html 

 

◇ 消費税率１０％への引上げ延期法律案が国会

で可決・成立しました 

 

 去る１１月１８日、第１９２回臨時国会におい

て、消費税法並びに消費税特別措置法の改正案が

可決・成立しました。これにより正式に消費税率

１０％の引上げ等が下記のとおり延期となります。 

○消費委１０％引上げの施行日 

 平成２９年４月１日 ⇒ 平成３１年１０月１日 

○消費税の複数税率制度の導入時期 

 平成２９年４月１日 ⇒ 平成３１年１０月１日 

○適格請求書等保存方式（インボイス制度）の導 

 入時期 

 平成３３年４月１日 ⇒ 平成３５年１０月１日 

 また、中小企業が行う複数税率対応レジの導入

や受発注システムの改修などに対して経費の一部

を補助する軽減税率対策補助金の申請受付期間に

ついては、平成３０年１月３１日まで延長となり

ました。軽減税率対策補助金について、詳しくは

下記の軽減税率対策補助金事務局までお問い合わ

せください。 

ＴＥＬ：０５７０―０８１―２２２ 

http://kzt-hojo.jp/ 

http://www.chubu.meti.go.jp/c54contents/161116/index.html
http://www.chubu.meti.go.jp/c54contents/161116/index.html
http://kzt-hojo.jp/


 

とやま中央会ＦＡＸ情報 №５０１                             4 

◇ 「商店街・まちなか集客力向上支援事業(商店

街集客力向上支援事業)」の募集について 

 

 中小企業庁では、商店街等が行う外国人観光客

の消費需要等を取り込むための環境整備や消費喚

起につながるＩＣ型ポイントカードシステム又は

キャッシュレス端末の整備を支援するため、平成

２８年度第２次補正予算「商店街・まちなか集客

力向上支援事業（商店街集客力向上支援事業）」

の募集を下記のとおり行っています。 

１．補助対象者 

①商店街組織（共同店舗含む） 

②商店街組織と民間事業者の連携体 

２．補助対象事業 

①商店街等において、外国人観光客数の増加等の

事業実施効果が見込まれる事業であって、外国

人観光客の消費需要等を取り込むための事業 

②商店街等において、歩行者通行量の増加等の事

業実施効果が見込まれる事業であって、消費喚

起につながるＩＣ型ポイントカードシステム又

はキャッシュレス端末整備事業 

３．補助率 

 ２／３以内 

４．補助限度額 

 補助上限額：7,500万円 下限額：100万円 

５．募集期間 

 平成２９年１月２０日(金)まで 

６．提出先・お問い合わせ先 

 商店街集客力向上支援事業事務局 

ＴＥＬ：０３－６２２８－３６２９ 

http://syoutengai-customers.jp/ 

 

◇ 富山市内で空き工場・用地・事務所をお探し

の方へ ～マッチングサイトのご案内～ 

 

 本会では、富山市内の空き工場や事業用地等の

マッチングサイトを開設しております。本サイト

は富山市内の空き工場・作業場・倉庫・工業用地・

事務所などの遊休事業用不動産の有効活用と地域

産業の活性化を図るため、工場等の立地促進に取

り組む事業の一環として富山市の委託を受けて運

営しております。 

 所有の遊休事業用不動産の売買・賃貸、または、

取得・賃借を検討しておられる方は当ホームペー

ジをご活用ください。 

 詳細については、「空き工場 富山」とウェブ

で検索いただくか、本会工業支援課（担当：野上）

までお問い合わせください。 

ＴＥＬ：０７６－４２４－３６８６ 

http://aki-toyama.jp/ 

 

◇ 年末年始の業務のご案内 

 

 本会の年末年始の業務は下記のとおりとさせて

いただきます。 

 何卒ご理解のほど、よろしくお願い申し上げま

す。 

【年末】 

 平成２８年１２月２８日(水) 

  午後５時１５分まで 

【年始】 

 平成２９年１月４日(水) 

  午前８時３０分から 
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